
（第17105号）東 京 都 公 報令和2年6月2日（火曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
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１

目

次

告

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
基
準
日

及
び
登
録
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項

の
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
�

○
都
市
計
画
の
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
東
京
都
知
事
選
挙
の
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審
査
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
�

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付

場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

武
蔵
野
市
、
小
平
市
及
び
西
東
京
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

国
分
寺
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
東
京
都
計
量
検
定

所
及
び
指
定
定
期
検
査
機
関
が
検
査
を
実
施

す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
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第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

東
大
和
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
東
京
都
計
量
検
定

所
及
び
指
定
定
期
検
査
機
関
が
検
査
を
実
施

す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

国
立
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
（
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

武
蔵
村
山
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

立
川
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
十
一
日
ま
で
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（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
知
事

選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
被
登
録
資
格
の
決
定

の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行
う
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日

令
和
二
年
六
月
十
七
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い

て
は
、
同
年
七
月
五
日

登
録
を
行
う
日

令
和
二
年
六
月
十
七
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第

百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
五

日
執
行
予
定
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
候
補
者
が
政
見
放
送

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業

者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
を
次

の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

放
送
の
区
分

基
幹
放
送
事
業
者

回
数

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

東
京
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
株
式
会
社

三
回

ラ
ジ
オ
放
送

株
式
会
社
ニ
ッ
ポ
ン
放
送

一
回

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施
設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人

演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演
説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、

法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
東
池
袋
一
丁
目

地
区
）

追
加
す
る
部
分

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
豊
島
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
町

田
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

町
田
都
市
計
画
区

域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

町
田
市
小
山
町
字
二
十
二
号
、
字
三
十

四
号
及
び
字
三
十
九
号
並
び
に
相
原
町

字
根
岸
及
び
字
川
島
各
地
内

削
除
す
る
部
分

相
模
原
市
中
央
区
宮
下
本
町
三
丁
目
並

び
に
緑
区
東
橋
本
四
丁
目
、
橋
本
四
丁

目
、
橋
本
五
丁
目
、
町
屋
二
丁
目
、
町

屋
三
丁
目
及
び
広
田
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
町
田
市
役
所
及
び
相

模
原
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
十
条
一
丁
目
４
番
地
区
防
災

街
区
整
備
事
業
組
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

榎
本

孝

二

住
所

北
区
中
十
条
二
丁
目
十
三
番
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ネ
ッ
ト
ホ
テ
ル
東
京
有
明

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
三
号
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三

設
置
者
名

エ
ム
エ
ル
・
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
番
六
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

芳
野

秀
俊

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

石
山

博
英

七

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
二
年
五
月
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
二

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

株
式
会
社
池
袋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
二
十
九
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
池
袋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
五
番
六
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

宮
本

雄
二

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
條

美
彦

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
パ
ル
ほ
か
二
十
一
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
ほ
か
十
七
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
ほ
か
一
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
三
丁
目
五

番
二
十
九
号
（
株
式
会
社
パ
ル
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目

六
番
一
号
（
株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

松
尾

勇
（
株
式
会
社
パ
ル
）

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

井
上

隆
太
（
株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）

十
四

変
更
日

令
和
二
年
三
月
一
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
二
年
五
月
八
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
二

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
知
事
選
挙
の
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審
査

に
つ
い
て

令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
立
候
補
を

予
定
す
る
者
に
対
し
て
、
次
の
と
お
り
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審

査
を
行
う
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

日
時

令
和
二
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

場
所

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十
五
階
一
〇
五
会
議
室

新
宿
区

西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う

場
所
に
つ
い
て

令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
二
年
六
月
十
八
日

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十
五

階
一
〇
四
会
議
室

新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

同
月
十
九
日
以
降

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
北
塔
三
十
三
階

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請

等
の
受
付
場
所
に
つ
い
て

令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
予
定
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
い
て
、

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、

申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
六
月
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
二
年
六
月
十
八
日

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十
五

階
一
〇
五
会
議
室

新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

同
月
十
九
日
以
降

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
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局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
北
塔
三
十
三
階

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


